
青森県司法書士会

会 則

（平成１９年 改正）

第１章 総 則

（名 称）

司法書士法（昭和２５年法律第１９７号。以下「法」という。）第５２条第１項第１条

の規定により、青森地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立する司

法書士会の名称は、青森県司法書士会とする。

（目 的）

青森県司法書士会（以下「本会」という。）は、司法書士の使命及び職責にかん第２条

がみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡

に関する事務を行うことを目的とする。

（事 業）

本会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。第３条

（１）会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事項

（２）会員の執務の指導及び連絡に関する事項

（３）日本司法書士会連合会（以下「連合会」という。）が行う司法書士の登録の事

務に関する事項

（４）法第５章に基づき設立された司法書士法人の届出の事務に関する事項

（５）業務関係法規の調査及び研究に関する事項

（６）業務関係図書及び用品の購入のあっせん、はんぷに関する事項

（７）福利厚生及び共済に関する事項

（８）業務の改善に関する事項

（９）業務のための調査に関する事項

（１０）司法書士業務賠償責任保険（以下「業務賠償責任保険」という。）及び司法

書士会業務賠償責任保険（以下「会業務賠償責任保険」という。）に関する事項

（１１）統計に関する事項

（１２）相談事業に関する事項

（１３）裁判外紛争解決手続の実施に関する事項

（１４）講演会及び講習会等の開催に関する事項

（１５）広報活動に関する事項

（１６）研修に関する事項

（１７）会員の業務に関する紛議の調停に関する事項

（１８）本会及び会員に関する情報の公開に関する事項

（１９）公共嘱託登記の受託推進及び公共嘱託登記司法書士協会への助言に関する事

項



（２０）国民に対して司法書士が提供する法的サービスの拡充に関する事項

（２１）その他本会の目的を達成するために必要な事項

（事務所の所在地）

本会は、青森市に事務所を置く。第４条

第２章 会 員

第１節 会 員

（会 員）

本会の会員は、次項に掲げる司法書士及び第３項に掲げる司法書士法人とする。第５条

青森地方法務局の管轄区域内（以下「本会の区域内」という。）に事務所を有する２

司法書士である会員（以下「司法書士会員」という。）。

本会の区域内に事務所を有する司法書士法人である会員（以下「法人会員」とい３

う。）は次の者をいう。

（１）主たる事務所を有する司法書士法人

（２）従たる事務所のみを有する司法書士法人

第２節 入会及び退会の手続

（司法書士会員の入会手続及び入会）

本会に司法書士会員として入会しようとする者は、連合会の定める第１号様式に第６条

よる入会届を本会に提出しなければならない。

前項の入会届には、次に掲げる事項を記載し、入会しようとする者が署名し、職印２

を押さなければならない。

（１）氏名及び生年月日

（２）本籍（外国人にあっては、国籍）、住所及び事務所

（３）司法書士となる資格取得の種類、年月日及びその番号

第１項の入会届には、次に掲げる書面等を添付しなければならない。３

（１）司法書士となる資格を有することを証する書面

（２）本会が定める様式の履歴書

（３）写真（提出の日前３月以内に撮影された５センチメートル正方形の無帽、かつ、

正面上半身の背景のないもの）３葉

ただし、うち２葉は第４項の司法書士名簿に各１葉を貼付する。

（４）本籍及び住所を証する書面（外国人にあっては外国人登録に関する証明書）

本会に入会しようとする者は、第１項の入会届の提出と同時に、法第９条第１項の４

定めるところにより、司法書士の登録（以下「登録」という。）を受けるため、連合

会が定める付録登第２号様式による司法書士登録申請書（以下「登録申請書」とい

う。）及び連合会の定める付録登第１号様式による司法書士名簿２通を本会に提出し

なければならない。

第１項、第２項、第３項第２号、第３号及び第４号並びに第４項の規定は、法第１５



３条の規定による所属する司法書士会の変更の登録（以下「変更の登録」という。）

を受けて本会に司法書士会員として入会しようとする者に準用する。この場合、前項

の登録申請書は、連合会が定める付録登第３号様式の変更の登録申請書と読み替える。

本会に入会の手続きをとった者は、登録又は変更の登録を受けたときに本会の司法６

書士会員となる。

第１項の入会届は、それを提出した者が登録又は変更の登録を受けることができな７

かったときは、失効する。

履歴書の様式は、別に規程で定める。８

（法人会員の入会手続）

本会に司法書士法人の成立により第５条第３項第１号の法人会員として入会した第７条

者は、入会した日から２週間以内に、連合会の定める付録法第１２号様式による入会

届に連合会が定める付録法第１号様式の成立届１通及び連合会の定める付録法第１６

号様式の司法書士法人会員名簿（以下「法人名簿」という。）２通を添えて本会に提

出しなければならない。ただし、司法書士法人成立と同時に従たる事務所を設置した

ときは、法人名簿に記載された従たる事務所所在地を管轄する登記所の作成した登記

事項証明書（履歴事項証明書を含む。以下同じ。）１通を追加して添付しなければな

らない。

前項の入会届には次に掲げる書面各１通を添付しなければならない。２

（１）登記事項証明書

（２）定款の写し

本会に、主たる事務所を移転したことにより第５条第３項第１号の法人会員として３

入会した者は、入会した日から２週間以内に、連合会の定める付録法第１２号様式に

よる入会届に連合会が定める付録法第１０号様式の主たる事務所移転届１通に連合会

の定める付録法第１６号様式の法人名簿２通を添えて本会に提出しなければならない。

第５条第３項第２号の法人会員が、主たる事務所を移転したことにより第５条第３４

項第１号の法人会員となったときは、第１０条の届出による。

第２項の規定は、第３項及び第４項の届出に準用する。５

本会は、入会届を受け付けたときは、第１項若しくは第３項の法人名簿１通及び第６

２項若しくは第５項の各書面を、遅滞なく連合会に送付しなければならない。

本会は、第１項の成立届若しくは第３項の主たる事務所移転届を前項の書面ととも７

に、遅滞なく連合会に送付しなければならない。

本会に第５条第３項第２号の法人会員として入会した者は、その事務所に常駐す第８条

る社員である司法書士会員が連合会の定める付録法第１３号様式による入会届２通に

連合会の定める付録法第１７号様式による法人名簿２通を添えて本会に提出しなけれ

ばならない。ただし、従たる事務所を移転したことによる入会届には、連合会の定め

る付録法第１１号様式の従たる事務所移転届１通を添えて提出しなければならない。

前項の入会届には、従たる事務所所在地を管轄する登記所の作成した登記事項証明２

書１通を添付しなければならない。

本会は、入会届を受け付けたときは、第１項の書面各１通に前項の書面を添えて、３



遅滞なく連合会に送付しなければならない。

（印鑑届等）

本会に入会しようとする者及び入会した法人会員は、司法書士法施行規則（以下第９条

「施行規則」という。）第２１条に定める印鑑（以下「職印」という。）を届け出な

ければならない。

届出に関し必要な事項は、別に規程で定める。２

（変更届）

司法書士会員は、第６条第２項第１号又は第２号に掲げた事項に変更を生じた第１０条

ときは、連合会会則第４５条第１項に定めるところにより、連合会が定める付録登第

５号様式による登録事項変更届を本会を経由して、連合会に提出しなければならない。

本会は、司法書士会員から前項の変更届を受け付けたときは、遅滞なく、連合会に２

送付しなければならない。

第５条第３項第１号の法人会員は、法第３５条に該当するとき若しくは、法人名簿３

の記載事項に変更が生じたときは、２週間以内に連合会の定める付録法第２号様式に

よる変更届２通を本会に提出しなければならない。

前項の届出には、定款の写し及び変更事項が登記事項である場合には、登記事項証４

明書を、その他の場合には、それを証する書面各１通を添付しなければならない。

第５条第３項第２号の法人会員は、法人名簿の記載事項に変更が生じたときは、連５

合会の定める付録法第３号様式による変更届２通を本会に提出しなければならない。

本会は、法人会員から第３項又は第５項の変更届の提出を受けたときは、うち１通６

に第４項の書面を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。

（司法書士法人の解散届）

第５条第３項第１号の法人会員が解散したとき（法第４４条第１項第３号及び第１１条

第４号を除く。）は、連合会の定める付録法第４号様式の解散届２通に、登記事項証

明書１通を添えて本会に提出しなければならない。

第５条第３項第２号の法人会員が解散したとき（法第４４条第１項第３号及び第４２

号を除く。）は、連合会の定める付録法第５号様式の解散届２通に、従たる事務所所

在地を管轄する登記所の作成した登記事項証明書１通を添えて本会に提出しなければ

ならない。

本会は、法人会員から前２項の解散届の提出を受けたときは、第１項又は第２項の３

解散届のうち１通に添付された登記事項証明書を添えて、遅滞なく連合会に送付しな

ければならない。

（司法書士法人の合併届）

合併により新たな司法書士法人を設立したことにより入会した者は、合併の日第１２条

から２週間以内に第７条若しくは第８条の入会届を本会に提出しなければならない。

ただし、その入会届は合併により解散した法人会員の退会届を兼ねるものとする。

第５条第３項第１号の法人会員は、他の司法書士法人を合併したときは、合併の日２

から２週間以内に連合会の定める付録法第６号様式による合併届２通に、次に掲げる



書面各１通を添えて本会に提出しなければならない。

（１）登記事項証明書

（２）定款の写し

第５条第３項第２号の法人会員は、他の司法書士法人を合併したときは、連合会の３

定める付録法第７号様式による合併届２通に従たる事務所所在地を管轄する登記所の

作成した登記事項証明書１通を添えて本会に提出しなければならない。

第２項又は第３項の合併届は、合併により解散した法人会員の退会届を兼ねるもの４

とする。

本会は、法人会員から第２項又は第３項の合併届の提出を受けたときは、うち１通５

に第２項又は第３項の書面を添えて、遅滞なく連合会に送付しなければならない。

（司法書士会員の退会届）

司法書士会員は、本会を退会しようとするときは、本会にその者が署名し職印第１３条

を押印した連合会の定める第２号様式による退会届２通を提出しなければならない。

司法書士会員は、連合会会則第４３条に定めるところにより変更の登録を申請する２

ときは、連合会が定める付録登第４号様式による法第１３条第２項の届を本会に提出

しなければならない。

（みなし退会）

司法書士会員は、別紙第１第２項に定める定額会費を６月分滞納し、本会から第１４条

一定期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その期日までに滞納

会費を納入しないときは、その期日の翌日から会員である資格を失い、本会を退会し

たものとみなす。

別紙第１第３項に定める事件数割会費については、本会が別紙第１第５項の定める２

ところにより精算し、不足額があるときは、司法書士会員に対し、一定期日を定めて

納入を催告するものとする。この場合において、当該会員がその納入期日の翌日から

４か月を経過してもこれを納入しないときは、４か月を経過した日の翌日から会員で

ある資格を失い、本会を退会したものとみなす。

（法人会員の退会をした旨の届）

法人会員の清算人（清算人がいないときは、社員）は、清算が結了したときは、第１５条

その登記後速やかに、第５条第３項第１号の法人会員については連合会の定める付録

法第８号様式による退会届２通を、第５条第３項第２号の法人会員については連合会

の定める付録法第９号様式による退会届２通を本会に提出しなければならない。

前項の届出には、閉鎖登記事項証明書を添付しなければならない。２

法人会員は、破産手続開始の決定を受けたことにより退会したときは、速やかに、３

連合会の定める付録法第４号様式による解散届２通に、破産手続開始の決定を証する

書面を添えて、本会に提出しなければならない。

第５条第３項第１号の法人会員が、本会の区域外に事務所を移転し本会の区域内に４

事務所を有しないこととなり、その旨の登記をしたときは、速やかに連合会の定める

付録法第１４号様式による退会届２通を提出しなければならない。



第２項の規定は、前項の届出に準用する。５

第５条第３項第２号の法人会員は、従たる事務所を本会の区域外に移転又は廃止し６

本会の区域内に事務所を有しないこととなり、その旨の登記をしたときは、速やかに

連合会の定める付録法第１５号様式による退会届２通を本会に提出しなければならな

い。

前項の届出には、従たる事務所所在地を管轄する登記所の作成した閉鎖登記事項証７

明書を添付しなければならない。

本会は、法人会員から第１項、第３項、第４項又は第６項の届出の提出を受けたと８

きは、遅滞なく、第２項、第３項、第５項又は第７項の書面を添えて、うち１通を連

合会に送付しなければならない。

（司法書士会員の退会の効力発生時期）

第１３条第１項の退会届を提出した司法書士会員は、登録の取消しのときに退第１６条

会する。

退会届を提出した司法書士会員は、第２４条の会員に、第２８条、第３９条及び第２

４１条の司法書士会員に含まれないものとする。

（届出事務手数料）

法人会員が法第３５条、法第４４条第３項及び法第４５条第３項又は法人名簿第１７条

の記載事項の変更の届出をするときは、別紙第２に定めるところにより事務手数料を

納入しなければならない。

（通 知）

本会は、次の各号の場合には、当該各号に掲げる書面を当該各号に掲げる支部第１８条

に送付する。

（１）入会があったとき 司法書士名簿又は法人名簿の写しを、その者が所属する支

部に

（２）司法書士会員の退会があったとき 連合会からの登録取消通知書の写し又は変

更の登録通知書の写しを、その者が所属していた支部に

（３）法人会員の退会があったとき 退会届の写しをその者が所属していた支部に

（４）会員名簿の記載事項に変更があったとき 変更届の写しを、その者が所属する

支部に

本会は、入会届を提出した者が会員となったとき、又は第６条第１項の入会届が失２

効したときは、その者に対し、その旨を通知する。

本会は次の各号の場合には、業務賠償責任保険の委託保険会社にその旨を通知し、３

保険契約の変更手続を行うものとする。

（１）会員の入会があったとき。

（２）会員の退会があったとき。

（３）入会が失効したとき。

（４）会員が法第４７条第２号の処分又は法第４８条第１項第２号若しくは第２項第

２号の処分を受けたとき。



（５）その他必要なとき。

（会員名簿）

本会に会員名簿を備える。第１９条

司法書士会員名簿は、連合会から送付を受けた司法書士名簿の副本及び第６条第３２

項第２号の履歴書を編綴して調製する。

法人会員名簿は、提出された法人名簿を編綴して調製する。３

会員名簿に記載した事項に変更を生じたときは、会員名簿にその旨を記載するもの４

とする。

司法書士会員が死亡し、退会したものとみなされ、又は登録の取消しを受けたとき５

は、その者を司法書士会員名簿から除くものとする。

法人会員が退会したときは、その者を法人会員名簿から除くものとする。６

（会員証及び司法書士徽章の交付）

本会は、入会した司法書士会員に、会員証及び連合会の定める第３号様式によ第２０条

る司法書士徽章を交付しなければならない。

会員証及び司法書士徽章の交付等については、別に規程で定める。２

（会員証の返還）

司法書士会員は、退会届提出の時に会員証及び司法書士徽章を本会に返還しな第２１条

ければならない。業務停止の処分を受けたときも、同様とする。

司法書士会員は、変更の登録により本会を退会したときは、変更の登録の時に会員２

証を本会に返還しなければならない。

法人会員が業務停止又は解散の処分を受けたときは、当該法人の社員及び使用人で３

ある司法書士会員は、会員証及び司法書士徽章を返還しなければならない。

（会員に対する通知等）

会員に対する通知、勧告又は書面の送達は、次の各号の事務所に対して行う。第２２条

（１）司法書士会員に対しては、会員名簿に記載された事務所。ただし、法人会員の

社員である司法書士会員又は法人会員の使用人である司法書士会員に対しては、

法人名簿に記載された法人会員の事務所

（２）第５条第３項第１号の法人会員に対しては、法人名簿に記載された主たる事務

所

（３）第５条第３項第２号の法人会員に対しては、法人名簿に記載された従たる事務

所

前項の通知、勧告又は書面の送達は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。２

第３節 入会金及び会費

（入会金）

本会に入会しようとする者は、第６条第１項の入会届を提出するときに、別紙第２３条

第１第１項に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。ただし、その



者が入会するに至らなかったときは、その者に入会金を返還しなければならない。

本会に入会した法人会員は、第７条第１項又は第８条第１項の入会届を提出すると２

きに、別紙第１第１項に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。

第１４条の規定により退会した者が、再び入会しようとするときは、入会金に滞納３

会費額を加算して支払わなければならない。ただし、その者が入会するに至らなかっ

たときは、入会金を返還しなければならない。

（会 費）

会員は、別紙第１第２項及び別紙第１第３項に定めるところにより、会費を納第２４条

入しなければならない。

（会費の延納、減免及び返還）

司法書士会員は、疾病又は災害等により、会費を納入することが困難な事由が第２５条

あるときは、その延納、減額又は免除の申出をすることができる。

法人会員は、災害等により、会費を納入することが困難な事由があるときは、その２

延納、減額又は免除の申出をすることができる。

前２項の申出は、当該会員の所属する支部の支部長を経由してするものとし、支部３

長は実情を調査の上、意見を付した書面をもって、会長に具申するものとする。

会長は、会費の延納、減額又は免除を認定したときは、その旨を当該支部長及び会４

員に通知しなければならない。

会費の延納、減額又は免除に関し必要な事項は、別に規程で定める。５

本会は、司法書士会員が退会した場合において、過納の会費があるときは、当該司６

法書士会員であった者又はその遺族の請求により、その会費を返還しなければならな

い。

本会は、法人会員が退会した場合において過納の会費があるときは、当該法人会員７

の請求により、その会費を返還しなければならない。

第３章 会の機関

第１節 役 員

（役 員）

本会に、次の役員を置く。第２６条

（１）会 長 １人

（２）副会長 ２人以上４人以内

（３）理 事 ７人以上１２人以内

（４）監 事 ３人以内

（役員の職務）

会長は本会を代表し、会の業務を総理する。第２７条

副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、２

その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。



理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に３

事故があるときは、その職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を

行う。

監事は、会の資産及び会計の状況を監査する。４

監事に事故があるとき、又は監事が欠員のときは、あらかじめ総会の決議により定５

められた者がその職務を行う。

監事は、他の役員を兼ねることができない。６

（役員の選任）

役員は、司法書士会員のうちから、総会で選任する。第２８条

法人会員は、役員の選任に関し選挙権及び被選挙権を有しない。２

役員の選任に関し必要な事項は、別に選挙規則で定める。３

（役員の任期）

役員の任期は、就任後の第２回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、第２９条

再任されることができる。

補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一と２

する。

役員が、任期の満了又は辞任により退任した場合において、当該役員の定数を欠く３

に至ったときは、その役員は後任者が就職するまでその職務を行う。

（役員の退任）

役員は、退会したとき、法第４７条第２号の処分を受けたとき、又は総会にお第３０条

いて解任の決議があったときは、退任する。

（役員の手当）

役員には、役員手当を支給することができる。第３１条

役員手当の支給に関して必要な事項は、別に規則で定める。２

（役員の守秘義務）

役員は、正当な事由がある場合でなければ、職務上知ることのできた会員に関第３２条

する秘密を他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。

第２節 理事会

（理事会の組織及び招集）

理事会は、会長、副会長及び理事（以下この節において「理事会の組織員」と第３３条

いう。）で組織する。

理事会は、会長が招集する。２

理事会を招集するには、会日より１週間前に副会長及び理事に対してその通知を発３

しなければならない。ただし緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。

前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければな４

らない。



理事会は、副会長及び理事全員の同意があったときは、招集の手続を経ないで開く５

ことができる。

（理事会の決議）

本会の業務執行は、理事会の決するところによる。第３４条

理事会の議長は、会長とする。２

理事会の決議は、理事会の組織員の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決す３

る。可否同数のときは、議長が決する。

理事会の決議について特別の利害の関係を有する者は、議決権を行使することがで４

きない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。

（書面による決議）

会長は、理事会の組織員の全員の同意があるときは、書面により議決を求める第３５条

ことができる。

前項の場合において、決議の目的である事項について理事会の組織員の過半数が書２

面をもって同意を表したときは、理事会の決議があったものとみなす。

会長は、遅滞なく、決議の結果を副会長及び理事に通知しなければならない。３

理事会に関する規定は、書面による決議に準用する。４

（理事会の議決事項）

次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。第３６条

（１）事業計画に関する事項

（２）総会に付議すべき事項

（３）支部長会に付議すべき事項

（４）支部長会の決議により審議を請求された事項

（５）規程及び細則の制定及び改廃

（６）会長から付託された事項

（７）前各号に掲げるもののほか会の業務の執行に関する事項

（議事録）

理事会の議事については、議事録を作らなければならない。第３７条

議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席したその他の２

理事会の組織員のうち２人が署名、押印しなければならない。

第３節 総 会

（総 会）

総会は、定時総会と臨時総会の２種とする。第３８条

（総会の組織）

総会は、司法書士会員で組織する。第３９条



（総会の招集）

定時総会は、毎会計年度終了後２月以内に、臨時総会は、必要がある場合に随第４０条

時、会長がこれを招集する。

総会を招集するには、会日から２週間前に司法書士会員に対してその通知を発しな２

ければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。

前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければな３

らない。

（総会の特別招集）

会長は、支部長会の決議により、又は司法書士会員の３分の１以上の者から、第４１条

会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があ

ったときは、１月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。

前項の請求があった日の翌日から３週間以内に会長が総会招集の通知を発しないと２

きは、前項の請求者（支部長会の決議により請求する場合は、その議長）が総会を招

集することができる。

（総会の議決事項）

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。第４２条

（１）予算及び決算に関する事項

（２）会則の制定及び変更に関する事項

（３）規則の制定及び改廃に関する事項

（４）重要な財産の取得、処分及び多額な債務の負担に関する事項

（５）役員の選任及び解任に関する事項

（６）綱紀委員の選任及び解任に関する事項

（７）理事会又は支部長会において総会に付議すべき旨議決した事項

（８）総会において、審議することを相当と議決した事項

（議決の要件）

総会の決議は、この会則に別段の定めのある場合のほか、出席した司法書士会第４３条

員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

司法書士会員は、他の司法書士会員を代理人として、議決権を行使することができ２

る。この場合において、代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければなら

ない。

第３４条第４項の規定は、総会の決議について特別の利害の関係を有する者の議決３

権について準用する。

（議決権）

司法書士会員は、１個の議決権を有する。第４４条

（特別決議の要件）

第４２条第２号、第４号並びに第５号の役員の解任並びに第６号の綱紀委員の第４５条

解任に関する事項の決議は、司法書士会員の過半数が出席し、その議決権の過半数で



議決する。

（議 長）

総会の議長は、総会で選任する。第４６条

（議事録）

総会の議事については、議事録を作らなければならない。第４７条

議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した司法書士２

会員１人が署名、押印しなければならない。

第４節 委員会

（綱紀委員会）

本会に綱紀委員会を置く。第４８条

綱紀委員会は、会員の綱紀保持に関する事項をつかさどる。２

綱紀委員会は、綱紀委員（以下この節において「委員」という。）５人以上７人以３

内をもって組織する。

委員の任期は、就任後の第２回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任４

されることができる。

委員の選任は、別に定める選挙規則による。５

委員は、役員を兼ねることができない。６

綱紀委員会に必要な事項は、別に規則で定める。７

第２８条第２項、第２９条第２項及び第３０条の規定は、綱紀委員に準用する。８

（委員会の調査等）

会長は、会員が法若しくは施行規則又は連合会会則若しくはこの会則に違反す第４９条

ると思料するとき、又は違反するおそれがあると認めたときは、綱紀委員会にその調

査をさせなければならない。

綱紀委員会は、前項の調査の結果を書面で会長に報告しなければならない。２

綱紀委員会は、委員の過半数が、会員について第１項の調査をすることを相当と認３

めるときは、書面で会長に事由の説明を添えて意見を述べることができる。

（委員の職責）

委員は、その職務を行うには、会員の人権を尊重し、かつ、公正でなければな第５０条

らない。

委員（委員であった者を含む。）は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな２

い。

（委員の除斥）

委員は、次に掲げる事由が存するときは、その職務の執行から除斥される。第５１条

（１）当該委員が調査の対象となったとき

（２）調査の対象となった会員と使用関係にあるとき

（３）調査の対象となった法人会員の社員であるとき



（４）調査の対象となった会員と特別の利害関係（身分関係を含む。）があるとき

（５）前各号に掲げる事由のほか委員の過半数が適当でないと認めたとき

（会員の調査受忍義務）

会員は、正当な事由がなければ、綱紀委員会の調査及び参考人としての事情聴第５２条

取を拒んではならない。

（その他の委員会）

本会は、必要がある場合には、理事会の決するところにより、特定の事項を行第５３条

うため、特別委員会を設けることができる。

前項の特別委員会につき必要な事項は、理事会で定める。２

第５節 業務分掌

（業務の分掌）

本会に、その業務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。第５４条

（１）総務部

（２）経理部

（３）企画部

（４）相談事業部

前各号の組織は、理事会で定める。２

（総務部）

総務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。第５５条

（１）会員の品位の保持のための指導及び連絡に関する事項

（２）会員の執務の指導及び連絡に関する事項

（３）会長印、その他の会印の管守に関する事項

（４）文書の接受、発送及び保守に関する事項

（５）会員の入会及び退会その他人事に関する事項

（６）福利厚生及び共済に関する事項

（７）公共嘱託登記の受託推進及び公共嘱託登記司法書士協会への助言に関する事項

（８）連合会の委託を受けて行う司法書士の登録等の事務に関する事項

（９）司法書士法人の届出の事務に関する事項

（１０）会員の業務に関する紛議の調停に関する事項

（１１）業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険に関する事項

（１２）その他他の部の所掌に属さない事項

（経理部）

経理部においては、次に掲げる事務をつかさどる。第５６条

（１）入会金及び会費の徴収に関する事項

（２）予算及び決算に関する事項

（３）金銭及び物品の出納に関する事項

（４）資産の管理に関する事項



（５）業務関係図書及び物品の購入のあっせん、はんぷに関する事項

（企画部）

企画部においては、次に掲げる事務をつかさどる。第５７条

（１）業務の改善に関する企画及び立案に関する事項

（２）業務関係法規その他業務に関する調査統計及び研究に関する事項

（３）講演会及び講習会等の開催に関する事項

（４）広報活動に関する事項

（５）研修に関する事項

（６）本会及び会員に関する情報の公開に関する事項

前項第６号において公開する情報は、別に規則で定める。２

（相談事業部）

相談事業部においては、次に掲げる事務をつかさどる。第５７条の２

（１）相談事業に関する事項

（２）裁判外紛争解決手続の実施に関する事項

（３）その他司法書士が提供する法的サービスの拡充に関する事項

（４）前各号に関する情報の管理等に関する事項

（事務員）

本会に、その事務を処理するため必要な有給の事務員を置くことができる。第５８条

第４章 資産及び会計

（会計年度）

本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。第５９条

（経 費）

本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。第６０条

（１）会費

（２）入会金

（３）登録事務交付金

（４）法人会員届出事務手数料

（５）寄付金

（６）その他の雑収入

（予 算）

会長は、毎会計年度の予算案を作成し、定時総会の議決を経なければならない。第６１条

会長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するために必要な経２

費に限り支出することができる。

（予算外支出）

会長は、支出予算については、各款、項に定める目的のほかにこれを使用して第６２条

はならない。ただし、予算の執行上の必要により、あらかじめ総会の議決を経た場合、

又は理事会の議決を経た場合はこの限りでない。



会長は、前項ただし書後段の規定により支出をしたときは、その後に開かれる最初２

の総会の承認を得なければならない。

（財務諸表）

会長は、毎会計年度末現在において公益法人会計基準に基づく計算書類を作成第６３条

しなければならない。

（収支計算書）

会長は、前条の計算書類を、監事に提出しなければならない。第６４条

監事は、前項の計算書類を監査し、その結果についての意見をこれに付記しなけれ２

ばならない。

会長は、定時総会に前項の計算書類を提出しなければならない。３

（資産の管理）

本会の資産は、会長が管理する。第６５条

（財産の請求制限）

会員は、退会した場合において、本会に対しこの会則に別段の定めのある場合第６６条

をのぞき、財産上の請求をすることができない。

第５章 支部及び支部長会

第１節 支 部

（支 部）

本会は、会員の業務の改善及び本会と会員との連絡調整を図るため、支部を設第６７条

ける。

会長は、支部の名称及び区域を定める。２

前項の区域内に事務所を有する会員は、当該支部に所属するものとする。３

（支部長の報告義務）

支部長は、支部会員が法若しくは施行規則又は連合会会則若しくはこの会則に第６８条

違反するおそれがあると思料するときは、その旨を会長に報告しなければならない。

支部長は、支部の毎会計年度終了後２月以内に、支部の事務費に関する決算報告書２

を会長に提出しなければならない。

（支部規則）

この会則に別段の定めのある場合をのぞき必要な事項は、別に支部規則で定め第６９条

る。

前項の支部規則を定め、又はこれを変更するには、会長の承認を受けなければなら２

ない。

（支部の役員）

支部に、支部長１人、副支部長２人及び支部規則に定めるその他の役員を置く。第７０条

支部長は、支部を代表し、副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき２

又は欠員のときは、その職務を代理し、又は代行する。



支部の役員は、支部の総会で選任する。３

支部長は、本会の役員を兼ねることができない。４

支部の役員の任期は、就任後の本会の第２回目の定時総会の終結のときまでとする。５

ただし、再任されることができる。

第２８条第２項、第２９条第２項、第３項、第３０条及び第３２条の規定は支部の６

役員に準用する。

第２節 支部長会

（支部長会）

支部長会は、支部長で組織する。第７１条

次に掲げる事項は、支部長会の議決を経なければならない。２

（１）理事会に請求すべき事項

（２）総会若しくは理事会の決議により又は会長から付託された事項

（３）その他本会の適正円滑な運営を図るために必要な事項

支部長会は、会長に本会の運営に関して建議することができる。３

（支部長会の議長及び副議長）

支部長会に、議長及び副議長各１人を置く。第７２条

議長及び副議長は、支部長が互選し、その任期は、就任後の本会の第２回目の定時２

総会の終結のときまでとする。

議長は、支部長会を代表し、副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、そ３

の職務を代理する。

議長及び副議長は、支部長の資格を喪失したとき、退任する。４

（招集及び決議）

支部長会は、会長又は議長が招集する。第７３条

支部長会の決議は、支部長の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する。２

支部長は、１個の議決権を有する。３

（書面による決議）

支部長会を招集しようとする者は、緊急を要する事項について、書面による決第７４条

議を求めることができる。

前項の場合において、支部長の３分の２以上が当該事項について、書面による同意２

を表わしたときは、支部長会議の決議があったものとみなす。

前項の決議があったときは、その議決を求めた者は、遅滞なく、決議の結果を支部３

長に通知しなければならない。

第７３条第２項及び第３項の規定は、書面による決議に準用する。４

（本会の役員の出席）

本会の役員は、支部長会に出席して意見を述べることができる。第７５条

（準用規定）

第３４条第４項、第４０条第２項、第３項及び第４７条の規定は、支部長会に第７６条



準用する。

第６章 研 修

（研修の実施）

本会は、倫理、実務等に関する研修を開催しなければならない。第７７条

本会が実施する研修について必要な事項は、別に規則で定める。２

（資質の向上）

司法書士会員は、本会及び連合会会則第８９条のブロック会並びに連合会が実第７８条

施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第７章 業務賠償責任保険

（業務賠償責任保険）

本会は、連合会が定める業務賠償責任保険に、会員全員を被保険者として第７８条の２

加入する。

（会業務賠償責任保険）

本会は、連合会が加入する会業務賠償責任保険の被保険者となる。第７８条の３

（事故処理委員会）

本会は、第７８条の２及び前条に定める保険の事故処理の適正・円滑を図第７８条の４

るために、事故処理委員会を設置する。

（会員の通知義務）

会員は、保険請求を行うおそれのある事故が発生した場合は、業務賠償責第７８条の５

任保険の約款に沿って、本会及び委託保険会社に速やかに報告しなければならない。

前項の報告を怠ったことによる責任は、当該会員が負わなければならない。２

（会員の協力）

保険の請求者である会員は、第７８条の４に定める事故処理委員会が行う第７８条の６

調査に対し協力しなければならない。

前項の保険の請求者である会員でない場合であっても、復代理人であったとき等事２

故に関係するときは、調査に協力するよう努めなければならない。

（中央事故処理審査会との関係）

本会の事故処理委員会は、連合会が置く中央事故処理審査会と連携して、第７８条の７

その任にあたるものとする。

（規程への委任）

業務賠償責任保険に関し必要な事項は、別に規程をもって定める。第７８条の８

第８章 品位保持

（品位の保持等）

司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとと第７９条

もに、たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しなければならない。



会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。２

（非司法書士との提携禁止）

会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（以下第８０条

この条において「非司法書士」という。）に、自己の名義を貸与する等、非司法書士

が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。

会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定２

により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、事件のあっせんを受け

るときは、この限りでない。

（違法行為の助長の禁止）

会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、第８１条

又はこれらの行為を利用してはならない。

（利益享受等の禁止）

会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要第８２条

求し、若しくは約束してはならない。

（依頼を受けることのできない業務）

司法書士会員の使用人である司法書士会員は、次に掲げる事件を受任すること第８３条

ができない。

（１）使用者である司法書士会員が、相手方の依頼を受けて受任した事件に関する裁

判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務

（２）使用者である司法書士会員が、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を

承諾した事件に関する簡裁訴訟代理等関係業務

（３）使用者である司法書士会員が、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度

及び方法が信頼関係に基づくものと認められる簡裁訴訟代理等関係業務

司法書士会員の使用人であった司法書士会員は、使用人として業務に従事していた２

期間内に、使用する司法書士が受任し、自らが関与した前項各号の事件について、受

任することができない。

（係争目的物の譲受）

会員は、受任している事件について係争の目的物を譲り受けてはならない。第８４条

（不当誘致行為の禁止）

会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはな第８５条

らない。

（広 告）

会員は、自己の業務について広告をすることができる。ただし、虚偽若しくは第８６条

誇大又は品位を欠く場合は、この限りではない。

第９章 執務通則

（依頼事件の処理）

会員は、特別の理由がない限り、依頼の順序に従い、速やかに業務を取り扱わ第８７条



なければならない。

（書類の作成）

会員は、法令又は依頼の趣旨にそわない書類を作成してはならない。第８８条

（報酬の明示）

会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に第８９条

掲示するなどして、明らかにしなければならない。

（領収書）

会員は、依頼者から支払を受けたときは、報酬額とその他の費用を明確に区分第９０条

した領収書正副２通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して当該依頼者に交

付しなければならない。

前項の副本は、作成の日から３年間保存しなければならない。２

（預り金の取扱い）

会員は、依頼者から預り、又は依頼者のために預かった金銭については、第９０条の２

自己の金銭と明確に区別し得る方法で保管し、かつその保管の記録を作成し、これを

管理しなければならない。

前項の記録は、磁気ディスクにより行うことができる。２

預り金の取扱いに関し必要な事項は、別に規則で定める。３

（事件簿）

会員は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。第９１条

前項の事件簿は、磁気ディスクにより記録することができる。２

（依頼者等の本人確認等）

会員は、業務（相談業務を除く。）を行うに際し、依頼者及びその代理人第９１条の２

等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であること

の確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しな

ければならない。

前項の記録は、事件の終了時から１０年間保存しなければならない。２

前各項について必要な事項は、理事会において定める。３

（契約書の作成）

会員は、依頼者とその業務に関する委任契約を締結するときは、契約書を作成第９２条

するよう努めなければならない。

（業務報告）

会員は、毎年１月末日までに、連合会の定める第４号様式により、前年に処理第９３条

した事件の総数を記載した業務報告書を会長に提出しなければならない。

業務報告書に記載する件数は、事件簿に基づき記載しなければならない。２

会長は、第１項の業務報告書を受理したときは、総合計表を作成し、毎年３月末日３

までに連合会の会長に提出しなければならない。

業務報告書の記載について必要な事項は別に規程で定める。４



（司法書士会員の表示）

司法書士会員は、その事務所に司法書士事務所である旨及びその事務所を事務第９４条

所所在地とする司法書士の氏名を表示しなければならない。

司法書士会員は、その申請により事務所の名称を司法書士名簿に記載したときは、２

前項に定める表示のほか、その名称を事務所に表示しなければならない。

司法書士会員は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中その表札を撤３

去する等、司法書士事務所であることについての表示を止めなければならない。

（法人会員の表示）

法人会員は、その名称及びその事務所を事務所の所在地とする司法書士会員の第９５条

氏名をその事務所に表示しなければならない。

本会の区域内に従たる事務所を有する法人会員は、従たる事務所につき前項に掲げ２

る事項のほか、主たる事務所の所在地を表示しなければならない。

前条第３項の規定は、法人会員が業務の全部の停止の処分を受けたときに準用する。３

ただし、一部の事務所に関する処分であるときは、当該事務所につき準用する。

（名称の制限）

司法書士会員又は第５条第３項第１号の法人会員は、本会の区域内で既に司法第９６条

書士名簿に記載されている司法書士会員の事務所の名称又は法人会員の名称と同一の

名称を使用してはならない。ただし、次に掲げる場合についてはこの限りでない。

（１）司法書士会員が、その氏又は氏名（職名を含む。）を使用する場合

（２）法人会員が、社員の氏又は氏名（職名を除く。）を用いる場合

（３）司法書士会員が、現に司法書士名簿に記載されている名称を当該司法書士会員

が社員となって設立する司法書士法人の名称として使用する場合

（会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務）

司法書士会員は、業務を行うときは、会員証を携行し、かつ、司法書士徽章を第９７条

着用しなければならない。

（会則等の遵守義務）

会員は連合会並びに本会の会則、規則、支部規則及び総会の決議を守らなけれ第９８条

ばならない。

（届出）

会員は、法又は施行規則の規定に基づき青森地方法務局長に書面を提出するに第９９条

は、その支部及び本会を逐次経由しなければならない。

会員は、会則の規定に基づき、本会に書面を提出するには、支部を経由しなければ２

ならない。ただし、第６条から第８条の規定による入会届、第９条の規定による印鑑

届及び第９３条の規定による業務報告書を提出するときは、この限りでない。

第１０章 補助者

（補助者に関する届出）

会員は、補助者を置いたとき又は置かなくなったときは、遅滞なく本会の定第１００条



める様式により届け出なければならない。

本会に、前項の届出を編綴した補助者名簿を備える。２

会員は、補助者名簿の記載事項に変更が生じたときは、本会の定める様式により届３

け出なければならない。

本会は、第１項又は前項の届出があったときは、その旨を青森地方法務局の長に通４

知しなければならない。

（補助者等の使用責任）

会員は、その補助者に業務を補助させる場合には、その指導及び監督を厳正第１０１条

にするよう注意しなければならない。

会員は、正当な事由がある場合でなければ、会員が業務上取り扱った事件について２

知ることのできた秘密を、補助者若しくは使用人又は他の従業員が他に漏らさないよ

う、指導しなければならない。

会員は、前２項の注意義務を怠ったため、補助者が依頼者に損害を与えたときには、３

その責めを負わなければならない。

会員は、本会等が行う補助者研修会に、補助者を出席させるように努めなければな４

らない。

第１１章 会の指導、調査、注意勧告

（会員に対する指導及び調査）

会長は、司法書士業務の適正な運営を図るために必要があるときは、会員か第１０２条

ら報告を求め、その会員に必要な指示若しくは指導をすることができる。

会長は、必要があると認めたときは、会員の業務を調査することができる。２

会員は、正当な事由がなければ前項の調査を拒んではならない。３

（注意勧告）

本会は、会員が法若しくは施行規則又は連合会会則若しくはこの会則に違反第１０３条

するおそれがあると認めるときは、綱紀委員会の調査を経て、当該会員に対して注意

を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

前項の注意又は勧告に必要な事項は、別に規則で定める。２

（再調査の申立）

前条第１項の規定により、注意又は勧告を受けた会員は、その注意又は勧告第１０４条

に不服があるときは、注意又は勧告を受けた日の翌日から３０日以内に、理由を付し

た書面をもって、本会に対して再調査の申立をすることができる。

本会は、前項の再調査の申出があったときは、理事会で調査の上、必要な措置を講２

ずるものとする。

本会は、前項の措置に関し、連合会の意見を聞くことができる。３

（資料及び業務執行状況の調査）

本会は、法第６０条又は施行規則第４２条第３項の規定により、青森地方法第１０５条

務局長に報告するために必要があるときは、会員の保存する事件簿その他の関係資料



又は執務状況を調査することができる。

第１０２条第３項の規定は、前項の調査に準用する。２

（準用規定）

前条の規定は、第４９条第１項及び第１０４条第２項の調査に準用する。第１０６条

（公共嘱託登記司法書士協会に対する助言）

本会は、本会の会員が社員である公共嘱託登記司法書士協会に対し、その運第１０７条

営に関し必要な助言をすることができる。

第１２章 紛議の調停

（紛議の調停）

本会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他の関係人第１０８条

の請求により、調停を行うため、紛議調停委員会を置く。

紛議の調停に必要な事項は、別に規則で定める。２

（会員の出頭義務）

会員は、やむを得ない事由がある場合を除き、紛議調停期日に出頭しなけれ第１０９条

ばならない。

第１３章 共済、表彰、慶弔

（共済委員会等）

本会に、共済に関する事務を行うため、共済委員会を置く。第１１０条

前項の事務及び委員会に関する事項は、共済規則の定めるところによる。２

（会員の表彰、慶弔）

会長は、理事会に諮り本会の向上発展に特に功績があった会員を表彰するこ第１１１条

とができる。

会長は、慶弔規程を別に定めることができる。２

第１４章 司法書士の登録に関する事務

（司法書士の登録等の事務）

本会は、司法書士の登録に関し、連合会会則第５３条において定める事務を第１１２条

行う。

本会は、司法書士会員の登録又は変更の登録の申請書を受け付けたときは、当該登２

録等の申請者が入会の手続をとった旨及びその他必要な意見を付して連合会に送付す

るものとする。

会長は、前項に関し必要がある場合は、登録調査委員会に調査をさせることができ３

る。

会長は、登録等又は登録の取消しについて登録調査委員会に調査させたときは、そ４

の報告に基づき、調査の結果を連合会に報告しなければならない。



（登録調査委員会）

本会に、登録調査委員会を置く。第１１３条

登録調査委員会は、登録又は変更の登録を申請した者の登録等に関し、必要な調査２

を行う。

登録調査委員会は、前項のほか、連合会から本会が委託を受けた登録取消事由の事３

実の有無に関し、必要な調査を行う。

登録調査委員会は、委員４人をもって組織する。４

委員は、司法書士会員のうちから、理事会に諮り、会長が委嘱する。５

登録調査委員会は、委員長が招集する。６

委員の任期は、就任後の第２回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任７

されることができる。

委員は、委員長及び副委員長各１人を互選する。８

委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理し、副委員長に事故がある９

ときは、委員の互選により委員長の職務を代理する者を定める。

第２９条第２項、第３項、第３０条、第５０条並びに第５１条の規定は、登録調１０

査委員会の委員に、第４９条第２項の規定は、登録調査委員会に、又第５２条の規定

は、登録調査委員会の調査に準用する。なお、この場合において、第５０条及び第５

１条の綱紀委員会は、登録調査委員会に、第５０条、第５１条及び第５２条の会員は、

登録の申請の場合は登録の申請をした者に、又変更の登録の申請の場合は変更の登録

を申請した者に、それぞれ読み替えるものとする。

（連合会への報告）

本会は、司法書士会員が法第１５条第１項各号の一に、又は法第１６条第１第１１４条

項各号の一に該当したとき、又は該当すると思料したときは、書面により、連合会に

その旨を報告するものとする。

本会は、法第６１条の規定により、会員に対し、注意を促し、又は勧告をしたとき２

は、書面により、連合会にその旨及びその事由を報告するものとする。

本会は、司法書士会員が法第４７条第１号又は第２号の処分を受けたとき又は、法３

人会員が法第４８条第１項第１号又は第２号若しくは第２項第１号又は第２号の処分

を受けたときは、書面により、連合会にその旨を報告するものとする。

本会は、司法書士会員が第１４条の規定により本会を退会したものとみなしたとき４

は、書面により、連合会にその旨を報告するものとする。

第１５章 補 則

（連合会の代議員）

連合会会則第１９条第１項の代議員は、司法書士会員のうちから総会で選出第１１５条

する。

第２８条第２項、第２９条及び第３０条の規定は、前項の代議員に準用する。２

（名誉会長、顧問及び相談役）

本会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。第１１６条



名誉会長は、会長が、総会の承認を得て委嘱する。２

顧問及び相談役は、会長が、理事会の承認を得て委嘱する。３

名誉会長、顧問及び相談役の任期は、会長の任期と同一とする。ただし、会長が任４

期の中途において退任したときは、その時に退任するものとする。

（規程及び細則への委任）

この会則の施行に必要な規程及び細則は、理事会の承認を経て、会長が定め第１１７条

る。

別紙第１ 入会金及び会費に関する規定

（入会金）

入会金は、次に掲げる額とする。１

（１）司法書士会員 金４５，０００円

（２）第５条第３項第１号の法人会員 金４５，０００円

（３）第５条第３項第２号の法人会員 金４５，０００円

（定額会費）

定額会費は、１月当たり次の金額とする。但し、月の途中に入会した会員は、その２

月に入会したものとし、月の途中で退会した会員は、その月の末日に退会したものと

して納入しなければならない。

（１）司法書士会員 金１６，０００円

（２）法人会員

主たる事務所につき 金１６，０００円

従たる事務所１箇所につき 金１６，０００円

（事件数割会費）

事件数割会費は、１月から１２月までの１年間に依頼を受けた登記、供託及び裁判３

事務の事件数に金１００円を乗じた額とする。

（事件数割会費の納入）

第３項の事件数割会費は、別に定める青森県司法書士会証紙特別会計規則に基づき、４

証紙で納入しなければならない。

（事件数割会費の精算）

第３項の事件数割会費は、次に定めるところにより精算する。５

（１）本会は、毎年１２月３１日を基準日と定めて、会員が基準日までに配付を受け

た証紙の数（前年繰越分を含む。）とその会員が１月から１２月までの１年間に

依頼を受けた登記、供託及び裁判事務の事件数とを比較して、翌年３月３１日ま

でに事件数割会費の過不足を計算する。

（２）過不足の計算の結果、基準日現在で不足額がある場合には、第４項の規定にか

かわらず、会員は、この額を現金で一括して納入しなければならない。

（３）基準日現在で会員が保有する証紙は、翌年に繰り越して使用することができる。



（納入方法）

会費は、１年を４期に分け１期分（３ヶ月分）ずつ本会に前納しなければならない。６

（支部交付金）

本会は、支部ごとに当該支部会員から納入された定額会費から１人につき１月あた７

り金２５０円を積算した額を当該支部にその事務費として交付する。

別紙第２ 法人会員届出事務手数料に関する規定

（届出手数料）

法人会員届出事務手数料は、連合会会則第６３条第１項の事務手数料を含み、以下１

のとおりとする。

（１）入会届（成立） 金２５，０００円

（２）同（主たる事務所移転） 金１０，０００円

（３）同（従たる事務所の移転又は設置） 金２，０００円

（４）届出事項変更届（他の司法書士会の区域内からの主たる事務所移転）

金１５，０００円

（５）届出事項変更届（前号を除く） 金５，０００円

（６）解散届 金５，０００円

（７）合併届 金５，０００円

（８）清算結了届 金５，０００円

ただし、住居表示の実施若しくは変更、又は行政区画等若しくはその名称の変更

（その変更に伴う地番の変更を含む。）、又は天災地変等やむを得ない事情があると

本会が認めた場合の届出事項の変更については、手数料の納付を要しないものとする。

（連合会届出事務手数料の送付）

本会は、毎月末日に連合会に代わって徴収した当月の連合会の届出手数料を連合会２

に送金する。

附 則 （平成１８年改正時、別紙第１・第２項の定額会費について）

（施行期日）

この会則は、平成１８年７月１日から施行する。ただし、平成２３年７月１日から１

は、１月当たり金１４，０００円とする。

附 則 （平成１９年定時総会改正時）

（施行期日）

この会則は、認可の日から施行する。１

附 則 （平成１９年臨時総会改正時）

（施行期日）

この会則は、認可の日から施行する。１


